
　○金沢学院大学大学院学則

施　　行　　平成11年４月１日

最終改正　　平成31年４月１日

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　金沢学院大学大学院（以下「本大学院」という。）は、広い視野と現代に則した理念に

　基づく学識を授けるとともに、専門分野における研究能力及び高度の専門性を有する職業等に

　必要な能力を養い、併せて生涯学習を支える指導者を育成することを目的とする。

　（自己評価等）

第２条　本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するた

　め、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表す

　る。

２　前項の点検及び評価の項目ならびにその実施体制等については、別に定める。

　　　第２章　課程、研究科、専攻、収容定員及び修業年限

　（課程、課程及び研究科の目的）

第３条　本大学院に置く課程は、修士課程及び博士課程とする。

２　博士課程は、これを前期２年及び後期３年の課程に区分し、その前期２年の課程は、これを

　修士課程として取り扱うものとする。

３  修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加

　えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

４  博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度

　に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うこと

　を目的とする。

５　研究科における目的については、別に定める。

（研究科、専攻及び収容定員）

第４条　本大学院における研究科、専攻及び収容定員は、次のとおりとする。

　（修業年限）

第５条　本大学院の修士課程の標準修業年限は２年とする。

２　博士課程の標準修業年限は５年とし、博士前期課程の修業年限は２年、博士後期課程の修業

　年限は３年とする。

（在学年数の制限）

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員

経営情報学研究科 経営情報学専攻 １０名 ２０名 ４名 １２名

人文学研究科 人文学専攻 ５名 １０名

スポーツ健康学研究科 スポーツ健康学専攻 ５名 １０名

研究科 専攻

修士課程
及び博士前期課程

博士後期課程
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第５条の２　修士課程及び博士前期課程に４年、博士後期課程に６年を超えて在学することがで

　きない。

２　第１６条の２の規定により入学を認められた修士課程及び博士前期課程の者には、在籍期間

　制限を設け、その在籍期間を４年とする。

　　　第３章　学年、学期及び休業日

　（学年）

第６条　学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる｡

　（学期）

第７条　学年を分けて、次の２学期とする。

　　前期　　４月１日から９月３０日まで

　　後期　　１０月１日から翌年３月３１日まで

２　前項の学期の開始日及び終了日については、学長は臨時に変更することができる。

３　各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。

　（休業日）

第８条　休業日は、次のとおりとする｡

　　日曜日

　　国民の祝日に関する法律に定める休日

　　学年暦により定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日

２　学長は休業日の追加及び変更を行うことができる。

３　休業日であっても、必要に応じて授業を行うことがある。

　　　第４章　授業科目及び履修単位

　（授業及び研究指導）

第９条　本大学院の教育研究は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。

第１０条　本大学院において開設する授業科目及び履修単位は、修士課程及び博士前期課程につ

　いては別表第１、別表第２、別表第３、博士後期課程については別表第４のとおりとする。

２　履修科目の選択については、予め指導教員の指導を受けるものとする。ただし、必要に応じ

　て複数の指導教員（主・副）がつく場合がある。

　（単位の計算方法）

第１１条　各授業科目に対する単位数の計算方法については、金沢学院大学学則第２２条の規定

　を準用する。

　（単位の授与）

第１２条　授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。

　（学修の評価）

第１３条　授業科目の単位修得の評価は、平素の履修状況及び試験に基づいて行う。

２　前項の評価は、修士課程及び博士前期課程においては、秀、優、良、可、不可をもって表し、

　可以上を合格、不可を不合格とする。博士後期課程においては、合否の判定のみを行う。

　（他大学院研究科における授業科目の履修等）

第１４条　本大学院では、他大学院の授業科目を履修することが、院生にとって教育研究上有益

　であると認めるときは、当該他大学院の授業科目を履修することができる。
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２　前項により履修した単位は、１０単位を超えない範囲で本大学院での修得単位とみなすこと

　ができる。

　（他大学院又は研究所等における研究指導）

第１５条　本大学院は、教育研究上有益と判断したときは、院生が、国内外を問わず、他の大学

　院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

２　前項により研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位の認定）

第１６条　本大学院は、院生が本大学院に入学する前に他大学院において履修した授業科目につ

　いて修得した単位を、研究科委員会の議を経て、本大学院において修得した履修単位とみなす

　ことができる。

２　本大学院の履修単位としてみなすことができる単位数は、第１４条の履修単位を含め１０単

　位までとする。

　（教育課程の弾力的な履修（長期履修を含む））

第１６条の２　修士課程及び博士前期課程において、第５条に規定する標準修業年限にかかわら

　ず、特定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する学生（以下「フレックス履修生」

　という。）となることを志願する者があるときは、当該研究科の研究科委員会による選考を経

　て、学長は、フレックス履修生としての入学並びに履修を許可することができる。

２　前項に定めるもののほか、フレックス履修生に関し必要な事項は、別に定める。

　　　第５章　課程修了の要件及び学位の授与

　（修士課程・博士前期課程修了の要件）

第１７条　本大学院修士課程及び博士前期課程修了の要件は、本課程に２年以上在学し、所定の

　授業科目について３２単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、修士論文または

　特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期

　間に関しては、優れた業績を上げた者については、本課程に１年以上在学すれば足りるものと

　する。

（博士後期課程修了の要件）

第１８条　本大学院博士後期課程修了の要件は、博士後期課程に３年以上在学し、必修科目の２

　単位と授業科目から８単位以上及び研究指導８単位と合わせ１８単位以上修得し、博士論文の

　審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上

　げた者については、本課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

２  修士課程・博士前期課程を在学期間１年以上２年未満で修了した者（大学院設置基準第３条

　第３項の規定による場合を含む）については、前項ただし書きの在学期間は、修士課程又は、

　博士前期課程における在学期間を含め３年以上在学すれば足りるものとする。

　（学位の授与）

第１９条　本大学院修士課程及び博士前期課程修了者に授与する学位は、修士（経営情報学）、

　修士(文学)、修士（スポーツ健康学）とする。

２  本大学院博士後期課程修了者に授与する学位は、博士(経営情報学)とする。

３  前項に定めるもののほか、本大学院博士後期課程を経ずに、あるいは修了せずに、博士の学

　位を得るための審査を請求した者については、本大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格

　し、かつ、本大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有する者と認定されたと
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　き、博士の学位を授与する。

４　学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

（資格の取得）

第１９条の２　本大学院において、教員の免許状授与の所要資格を取得できる教員の免許状の種

　類及び免許教科は、次のとおりとする。ただし、当該免許教科についての中学校又は高等学校

　教諭一種免許状授与の所要資格を取得している者、及び所要資格の取得を可能とする者でなけ

　ればならない。

２　前項に定める専修免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行

　規則に定める科目及び単位を、各研究科配当の関係科目から修得しなければならない。

　　　第６章　入学、休学、復学、退学及び除籍

　（入学期）

第２０条　入学の時期は、４月１日とする。

２　前項の規定にかかわらず、第１６条の２に定めるフレックス履修生については、その履修形

　態の特性により、入学時期を１０月１日とすることができる。

３　第１項の規定にかかわらず、博士後期課程については、修士課程修了または同等の資格を有

　すると認定された時以降の学期の始めに入学することができる。

　（入学資格）

第２１条　本大学院の修士課程又は博士前期課程に入学する資格のある者は、次の各号の一に該

　当する者とする。

（１）大学を卒業した者

（２）学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者

（３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

（４）文部科学大臣の指定した者

（５）大学に３年以上在学し、且つ、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本大学院が認

　　めた者

（６）その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

２  本大学院博士後期課程に入学する資格のある者は、次の各号の一に該当する者とする。

（１）修士の学位を有する者

（２）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者

（３）文部科学大臣の指定した者

（４）本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力

　　があると認めた者

　（入学の出願）

研究科 専攻 教員免許状の種類 免許教科

人文学研究科 人文学専攻 中学校教諭専修免許状 国語、英語

高等学校教諭専修免許状 国語、英語

高等学校教諭専修免許状 地理歴史

スポーツ健康学研究科 スポーツ健康学専攻 中学校教諭専修免許状 保健体育

高等学校教諭専修免許状 保健体育
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第２２条　本大学院に入学を志願する者は、所定の書類に入学検定料を添えて提出しなければな

　らない。

２　提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。

　（入学者の選考）

第２３条　前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

　（入学手続及び入学許可）

第２４条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに保証人連署の

　保証書及び入学誓約書を提出するとともに、所定の学納金を納入しなければならない。

２　保証人のうち１名は学生の両親若しくはこれに準ずる者とし、他の１名は独立の生計を営む

　者を充てなければならない。保証人は院生の在学中の一切の責任を負うものとする。保証人の

　身分、住所等に異動を生じたときは、直ちに届け出なければならない。

３　学長は、第１項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

　（休学）

第２５条　疾病その他やむを得ない事由により、３ヵ月以上修学することができない者は、学長

　の許可を得て休学することが出来る。ただし、疾病の場合は医師の診断書、その他の場合は詳

　細な事由書を添えるものとする。

２　疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずること

　ができる。

３　休学の期間は、修士課程及び博士前期課程は通算して２年、博士後期課程は通算して３年を

　それぞれ超えることができない。

４　休学の期間は、在学年数に算入しない。

　（復学）

第２６条　休学期間中にその事由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。

　ただし、復学の時期は各学期の始めとする。

２　疾病による休学の場合は、医師の診断書を添えるものとする。

　（退学）

第２７条　退学しようとする者は、保証人連署のうえ願い出て、学長の許可を得なければならな

　い。

　（除籍）

第２８条　次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。

（１）第５条の２に定める在学年数を超えた者

（２）第２５条第３項に定める休学の期間を超えてなお修学できない者

（３）学納金の納入を怠り、督促してもなお納入しない者

（４）死亡又は長期間にわたり行方不明の者

　（再入学）

第２９条　本大学院を中途退学した者で、再び同一の研究科に入学を志願する者があるときは、

　学長は、再入学を許可することがある。

　　　第７章　入学検定料及び学納金

　（入学検定料・学納金）

第３０条　入学検定料及び学納金は、別表第５のとおりとする。
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　（学納金の納入）

第３１条　学納金は、次の期日までに納入しなければならない。ただし、入学手続き時の学納金

　の納入については、別に定める。

（１）前期　　４月２５日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）

（２）後期　１０月２５日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）

２　経済的な理由により、前項の期日までに学納金の納入が困難な者は、その期日までに保証人

　連署の上、延納・分納願を提出し、許可を得なければならない。

３　延納・分納の許可を得た者の納入期限は次のとおりとする。

（１）前期　９月末日

（２）後期　２月末日

４　前項の納入期限までに学納金の納入が困難な者は、延納・分納願の再提出により、さらに延

　納・分納を認められる場合がある。ただし、その場合の最終期限は修了年度の２月末日までと

　する。

　（退学、除籍及び停学の場合の学納金）

第３２条　学期の中途で退学、又は除籍された者の当該期分の学納金は徴収する。

２　停学期間中の学納金は徴収する。

　（休学の場合の学納金）

第３３条　休学した者については、休学期間中の学納金を免除する。

　（学納金の返還等）

第３４条　既に納入された学納金は返還しない。ただし、入学手続き時の学納金については、所

　定の期間内に入学辞退の申し出のあった者に限り、入学金以外の学納金を返還する。

　　　第８章　教職員組織及び運営組織

　（授業及び研究指導の担当）

第３５条　大学院における授業及び研究指導は、大学院経営情報学研究科（博士前期課程及び博

　士後期課程）、人文学研究科（修士課程）及びスポーツ健康学研究科（修士課程）に所属する

　教員（以下「大学院教員」という。）が担当する。ただし、審議の上、必要がある場合には、

　兼任講師に授業を担当させることができる。

　（大学院委員会及び研究科委員会）

第３６条　大学院に大学院委員会を置く。

２　大学院委員会は、大学院委員会委員長並びに各研究科長及び各研究科から選出された２名の

　教授をもって組織する。

３　大学院委員会の委員長は、これを理事長が任命する。

第３６条の２　大学院に大学院経営情報学研究科委員会、同人文学研究科委員会及び同スポーツ

　健康学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）を置く。

２　各研究科委員会は、それぞれの研究科に属する専任の大学院教員をもって組織する。ただし、

　大学院教員の研究業績審査に関しては、当該大学院教員のうち、研究指導有資格者で構成する

　研究業績審査委員会が審議する。

３　研究科委員会の委員長には研究科長を充てる。

第３７条　大学院委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べる

　ものとする。
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（１）院生の入学に関する事項

（２）院生の賞罰に関する事項

（３）その他学長から諮問された事項

２　大学院委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関わる次の事項を審議し、学長に

意見を述べることができる。

（１）各研究科間の連絡調整に関する事項

（２）大学院教員の研究業績審査基準に関する事項

（３）大学院学則、学位規程等の制定・改廃に関する事項

（４）大学院研究科及び専攻課程の設置改廃に関する事項

（５）その他研究及び教育に関する重要事項

第３７条の２　研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述

　べるものとする。

（１）学位論文の審査及び課程修了の合否に関する事項

（２）学位の授与に関する事項

（３）院生の入学、修了に関する事項

（４）院生の賞罰に関する事項

（５）その他学長から諮問された事項

２　研究科委員会は、前項に規定するもののほか、教育研究に関わる次の事項を審議し、学長に

　意見を述べることができる。

（１）研究及び指導に関する事項　

（２）教育課程の編成及び担当に関する事項

（３）教授の指導分担に関する事項

（４）試験に関する事項

（５）院生の退学、転学、休学、復学、再入学、除籍等に関する事項

（６）他の大学院、研究所等における履修に関する事項

（７）大学院学則改正の発議に関する事項

（８）大学院教員の研究業績審査に関する事項

（９）院生の賞罰に関する事項

（１０）その他研究及び教育に関する事項

第３８条　大学院委員会及び研究科委員会について必要な事項は、別に定める。

　　　第９章　研究生、科目等履修生、委託学生及び外国人留学生

　（研究生）

第３９条　本大学院において特定事項を研究しようとする者があるときは、当該研究科委員会の

　議を経て、研究生として学長が許可することができる。

２　研究生の在籍期間は、３ヵ月以上１年までとし、引き続き研究を希望する場合はあらためて

　当該研究科委員会の議を経なければならない。

　（科目等履修生）

第４０条　本大学院の院生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を願い出る者があるときは、

　院生の学修をさまたげない場合に限り、当該研究科委員会の議を経て、科目等履修生（以下

　「履修生」という。）として学長が許可することができる。
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２　履修生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。試験に合格した履修

　生には、その授業科目の所定の単位を与える。

　（委託生）

第４１条　他の大学院の院生でその大学院の委託により本大学院における授業科目中、特定の授

　業科目について研究を委託された院生があるときは、当該研究科委員会の議を経て、委託生と

　して学長が許可することがある。

２　官公庁又は研究所等からの委託による場合も前項と同様とする。ただし、そのときは所属機

　関の委託依頼書を提出しなければならない。

（外国人留学生）

第４１条の２　外国人で、本大学院に入学を志願する者があるときは、当該研究科委員会の議を

　経て、外国人留学生として学長が入学を許可することができる。

２　外国人留学生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。試験に合格し

たときは、その授業科目の所定の単位を与える。

第４２条　研究生、科目等履修生、委託学生及び外国人留学生に関し、必要な事項は別に定める。

　　　第１０章　賞罰

　（表彰）

第４３条　院生として表彰に値する行為があった者は、大学院委員会及び研究科委員会の議を経

　て学長が表彰することがある。

　（懲戒）

第４４条　本大学院の規則に違反し、又は院生としての本分に反する行為をした者は、大学院委

　員会及び研究科委員会の議を経て学長が懲戒する。

２　前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。

３　前項の退学は次の各号の一に該当する院生に対して行う。

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者

（２）正当な理由がなく出席常でない者

（３）本学の秩序を乱し、その他院生としての本分に著しく反した者

　　　第１１章　その他

第４５条　大学院運営に必要な事項で本学則に定めのない事項については、金沢学院大学学則の

　規定を準用する。

　　　附　則

　この学則は、平成１１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１３年３月２９日改正）

　この学則は、平成１３年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１４年３月２７日改正）

　この学則は、平成１４年４月１日から施行する。

附  則（平成１６年３月３１日改正）

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。
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附  則（平成１７年３月２９日改正）

この学則は、平成１７年４月１日から施行する。

附  則（平成１８年１０月１９日改正）

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。

附  則（平成１９年３月２８日改正）

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。

附  則（平成２０年１月２４日改正）

１　この学則は、平成２０年４月１日から施行する。

　２　平成２０年３月３１日現在、経営情報学研究科経営情報学専攻に在学の学生は、改正後の

　　別表第１、別表第３の定めに関わらず、なお従前の例による。

附  則（平成２１年３月２５日改正）

１　この学則は、平成２１年４月１日から施行する。

　２　平成２１年３月３１日現在、経営情報学研究科経営情報学専攻（博士前期課程）に在籍す

　　る学生は、改正後の別表第１の定めに関わらず、なお従前の例による。

附  則（平成２２年３月２４日改正）

１　この学則は、平成２２年４月１日から施行する。

　２　平成２２年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の学則第５条の２第２項、第１６条

　　の２、第１９条の２、第２０条第２項及び別表第２の定めに関わらず､なお従前の例による。

附　則（平成２３年３月２９日改正）

　この学則は、平成２３年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年３月２９日改正）

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。

附　則（平成２５年３月１４日改正）

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。

　　附　則（平成２６年３月２６日改正）

１　この学則は、平成２６年４月１日から施行する。

　２　平成２６年３月３１日現在、経営情報学研究科経営情報学専攻（博士後期課程）に在籍す

　　る学生は、改正後の別表第３の定めに関わらず、なお従前の例による。

　３  平成２６年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の第１３条の定めに関わらず、なお

　　従前の例による。

　　附　則（平成２７年３月３１日改正）

１　この学則は、平成２７年４月１日から施行する。

　２　平成２７年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の第４条、第５条の２、第１０条、

　　第１９条、第１９条の２、第３０条、別表第２、別表第３、別表第４、別表第５の定めに関

　　わらず、なお従前の例による。

　附　則（平成２８年３月２４日改正）

１　この学則は、平成２８年４月１日から施行する。

　２　平成２８年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の別表第１、別表第４、別表第５の

　定めに関わらず、なお従前の例による。

　附　則（平成２９年３月３１日改正）

１　この学則は、平成２９年４月１日から施行する。
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　２　平成２９年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の別表第１、別表第２の定めに関わ

　　らず、なお従前の例による。

　附　則（平成３０年３月３１日改正）

１　この学則は、平成３０年４月１日から施行する。

　２　平成３０年３月３１日現在、在籍する学生は、改正後の別表第５の定めに関わらず、なお

　　従前の例による。

　附　則（平成３１年３月３１日改正）

１　この学則は、平成３１年４月１日から施行する。

　２　平成３１年３月３１日現在、在学する学生は、改正後の別表第１及び第４の定めに関わら

　　ず、なお従前の例による。
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別表第１　経営情報学研究科経営情報学専攻教育課程(博士前期課程)  

必修 選択

経 営 学 特 論 2

情 報 処 理 基 礎 演 習 4

デ ー タ 解 析 基 礎 演 習 2

会 計 学 特 論 4

会 計 学 各 論 Ⅰ 2

会 計 学 各 論 Ⅱ 2

税 務 会 計 特 論 2

ﾘ ｽ ｸ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ 特 論 2

マ ー ケ テ ィ ン グ 特 論 2

財 務 管 理 特 論 2

経 営 戦 略 特 論 2

流 通 シ ス テ ム 特 論 2

経 営 科 学 特 論 2

財 務 諸 表 分 析 特 論 2

租 税 法 特 論 4

租 税 法 各 論 Ⅰ 2

租 税 法 各 論 Ⅱ 2

財 政 学 特 論 2

ﾍ ﾞ ﾝ ﾁ ｬ ｰ ﾋ ﾞ ｼ ﾞ ﾈ ｽ 特論 2

日 本 経 済 特 論 2

地 域 ビ ジ ネ ス 特 論 2

公 共 経 済 学 特 論 2

シ ス テ ム 科 学 特 論 2

電 子 ﾏ ﾈ ｰ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 特 論 2

教 育 情 報 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 特 論 2

ﾌ ﾟﾛｸ ﾞﾗﾐﾝｸ ﾞﾃ ﾞｻ ﾞｲﾝ特論 2

知能データベース特論 2

調 査 法 特 論 2

デ ー タ 解 析 特 論 2

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ特論 2

情 報 倫 理 特 論 2

経 営 情 報 特 論 Ⅰ 2

経 営 情 報 特 論 Ⅱ 2

特 論 演 習 6

6 72合計

授業科目
単位数

備考

基
礎
分
野

専
門
分
野

  修士課程の修了要件は、必

須科目6単位を含む32単位以上

を修得し、修士論文または特定

の課題についての研究の成果

の審査及び最終試験に合格す

ること。 
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別表第２　人文学研究科人文学専攻教育課程(修士課程)

必修 選択

日 本 語 学 特 論 Ⅰ 2 教免(国語)

日 本 語 学 特 論 Ⅱ 2 教免(国語)

日 本 語 学 演 習 2

日 本 古 典 文 学 特 論 Ⅰ 2 教免(国語)

日 本 古 典 文 学 特 論 Ⅱ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (A)Ⅰ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (A)Ⅱ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (B)Ⅰ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (B)Ⅱ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (C)Ⅰ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (C)Ⅱ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (D)Ⅰ 2 教免(国語)

日本近代文学特論 (D)Ⅱ 2 教免(国語)

日 本 文 学 演 習 2 教免(国語)

和 漢 比 較 文 学 特 論 Ⅰ 2 教免(国語)

和 漢 比 較 文 学 特 論 Ⅱ 2 教免(国語)

英 語 学 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

英 語 学 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

英 語 学 演 習 2

英 文 学 講 読 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

英 文 学 講 読 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

イ ギ リ ス 小 説 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

イ ギ リ ス 小 説 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

英 文 学 批 評 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

英 文 学 批 評 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

言 語 学 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

言 語 学 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

第 二 言 語 習 得 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

第 二 言 語 習 得 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

応 用 言 語 学 特 論 Ⅰ 2 教免(英語)

応 用 言 語 学 特 論 Ⅱ 2 教免(英語)

日本歴史文化学特論Ⅰ 2 教免(地歴)

日本歴史文化学特論Ⅱ 2 教免(地歴)

アジア歴史文化学特論Ⅰ 2 教免(地歴)

アジア歴史文化学特論Ⅱ 2 教免(地歴)

欧米歴史文化学特論Ⅰ 2 教免(地歴)

欧米歴史文化学特論Ⅱ 2 教免(地歴)

地 域 歴 史 学 特 論 Ⅰ 2 教免(地歴)

地 域 歴 史 学 特 論 Ⅱ 2 教免(地歴)

歴 史 都 市 学 特 論 Ⅰ 2 教免(地歴)

歴 史 都 市 学 特 論 Ⅱ 2 教免(地歴)

日 本 文 化 特 論 Ⅰ 2 教免(地歴)

授業科目
単位数

備考

専
　
門
　
分
　
野

言
　
　
語
　
　
と
　
　
文
　
　
学

日
本
語
・
日
本
文
学
コ
ー

ス

英
語
・
英
米
文
学
コ
ー
ス

歴
史
と
文
化

歴
史
文
化
コ
ー
ス

歴
史
と
文
化

歴
史
文
化
コ
ー
ス

  修了要件は、必修科

目4単位を含めて32単位

以上を修得し、修士論文

の審査及び最終試験に

合格すること。  

 なお、所属するコース以

外の科目の修了要件へ

の認定は8単位を限度と

する。  
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日 本 文 化 特 論 Ⅱ 2 教免(国語)

西 洋 美 術 史 特 論 Ⅰ 2 教免(地歴)

西 洋 美 術 史 特 論 Ⅱ 2 教免(地歴)

歴 史 文 化 学 演 習 Ⅰ 2 教免(地歴)

歴 史 文 化 学 演 習 Ⅱ 2 教免(地歴)

特 論 演 習 4

4 94

専
　
門
　
分
　
野

歴
史
と
文
化

歴
史
文
化
コ
ー
ス
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別表第３　スポーツ健康学研究科スポーツ健康学専攻教育課程（修士課程）

必修 選択

ス ポ ー ツ 健 康 学 特 論 Ⅰ 2

ス ポ ー ツ 健 康 学 特 論 Ⅱ 2

スポーツ教育科学実践特論 2

運 動 処 方 特 論 2

運 動 適 応 特 論 2

地 域 ス ポ ー ツ 活 用 特 論 2

ス ポ ー ツ 心 理 学 特 論 2

ﾄ ﾚ ｰ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ ・ ｺ ｰ ﾁ ﾝ ｸ ﾞ 特 論 2

運 動 生 理 学 特 論 2

運 動 学 特 論 2

健 康 増 進 特 論 2

スポーツ健康マネジメント特論 2

ス ポ ー ツ 医 学 特 論 2

生 涯 ス ポ ー ツ 特 論 2

審 判 指 導 特 論 2

ス ポ ー ツ 測 定 評 価 特 論 2

メ ン タ ル ト レ ー ニ ン グ特論 2

情 報 科 学 特 論 2

スポーツ教育科学実践演習Ⅰ 2

スポーツ教育科学実践演習Ⅱ 2

スポーツ教育科学実践演習Ⅲ 2

健 康 科 学 演 習 Ⅰ 2

健 康 科 学 演 習 Ⅱ 2

健 康 科 学 演 習 Ⅲ 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅰ 2

イ ン タ ー ン シ ッ プ Ⅱ 2

特 論 演 習 Ⅰ 2

特 論 演 習 Ⅱ 4

10 48

専
門
演
習
・
実
習
科
目

授業科目
単位数

備考

修士課程の修了要件は、必修科目１０単位を含
む３２単位以上を修得し、修士論文の審査及び
最終試験に合格すること。

基
礎
科
目

専
門
科
目
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別表第４　経営情報学研究科経営情報学専攻教育課程(博士後期課程)

必修 選択

経 営 情 報 基 礎 研 究 2

経 営 戦 略 研 究 4

経 営 科 学 研 究 4

公 営 企 業 経 営 研 究 4

経 営 統 計 研 究 4

会 計 シ ス テ ム 研 究 4

地 域 経 済 研 究 4

労 働 経 済 研 究 4

問 題 解 決 シ ス テ ム 研 究 4

マ ー ケ テ ィ ン グ 研 究 4

産 業 組 織 研 究 4

税 法 研 究 4

研 究 指 導 8

10 44合計

授業科目

　博士後期課程の修了要件は、必修科目２単位
と授業科目の選択科目から８単位以上及び研究
指導の８単位と合わせ１８単位以上修得し、博
士論文の審査及び最終試験に合格すること。

単位数
備考
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別表第５

経営情報学研究科（博士前期課程）（フレックス履修生を除く学生）

授 業 料 295,000円 295,000円

教 育 充 実 費 160,000円 160,000円

経営情報学研究科（博士前期課程）（フレックス履修生）

人文学研究科（修士課程）（フレックス履修生を除く学生）

授 業 料 295,000円 295,000円

教 育 充 実 費 150,000円 150,000円

人文学研究科（修士課程）（フレックス履修生）

※授業科目を再履修した場合、再度履修料を納めなければならない。ただし、「特
論演習」は、履修登録後、２年間有効である。

後 期

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
　
納
　
金

入 学 金 200,000円

授
業
料
等

前 期

学
納
金

履 修 生 登 録 料 200,000円

授 業 科 目 履 修 料 履修登録した授業科目１単位　56,000円

※授業科目を再履修した場合、再度履修料を納めなければならない。ただし、「特
論演習」は、履修登録後、２年間有効である。

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
納
金

履 修 生 登 録 料 200,000円

授 業 科 目 履 修 料 履修登録した授業科目１単位　57,000円

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
　
納
　
金

入 学 金 200,000円

授
業
料
等

前 期 後 期
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スポーツ健康学研究科（修士課程）（フレックス履修生を除く学生）

授 業 料 295,000円 295,000円

教 育 充 実 費 160,000円 160,000円

スポーツ健康学研究科（修士課程）（フレックス履修生）

経営情報学研究科（博士後期課程）

授 業 料 295,000円 295,000円

教 育 充 実 費 160,000円 160,000円

※フレックス履修生を除く学生のうち、金沢学院大学または本大学院出身

　学生の入学金は免除する。

※フレックス履修生のうち、金沢学院大学または本大学院出身学生の履修

　生登録料は免除する。

後 期

※授業科目を再履修した場合、再度履修料を納めなければならない。

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
　
納
　
金

入 学 金 200,000円

授
業
料
等

前 期

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
納
金

履 修 生 登 録 料 200,000円

授 業 科 目 履 修 料 履修登録した授業科目１単位　57,000円

区 分 金　　　　　　額

入 学 検 定 料 30,000円

学
　
納
　
金

入 学 金 200,000円

授
業
料
等

前 期 後 期
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